
Java System Suite
JAPAN

1. 概要
このサービスは、Java System Suiteソフトウェア（以下「本ソフトウェア」）の技術サポート、
メンテナンス、および下記に示すその他のサービスをお客様に提供するものです。

2. サービスの内容

下記のサービスは、年間を通じて提供されます。

· 本ソフトウェアのサポート   -  サンは、お客様が契約されているサービスレベルに応じ
て、次のいずれかの技術サポートを提供します。

   Sun Software Standard Supportサービスの内容 - （i）5x12（週5日、1日12時間）
体制で、本ソフトウェアの問題にオンラインおよび電話で対処、（ii）本ソフトウェア
のアップグレード、（iii）このサービスのその他の成果物を提供（詳しくは、次のWeb
ページを参照してください）。

http://www.sun.com/servicelist/ss/swstndspt-us-eng-all.html

注：Java System SuiteのコンポーネントであるJava Studio Creatorソフトウェアは、
Sun Software Service Plans（S3P）の対象外です。このコンポーネントの技術サポー
トは、SDN（Sun Developer Network）プログラムを通じて受ける必要があります。
詳しくは、次のWebページを参照してください。

http://www.sun.com/service/servicelist/ss/swdevelopsupport-us-eng-
20040625.pdf

  Sun Software Premium Supportサービスの内容 - （i）7x24（週7日、1日24時間）
体制で、本ソフトウェアの問題にオンラインおよび電話で対処、（ii）本ソフトウェア
のアップグレード、（iii）このサービスのその他の成果物を提供（詳しくは、次のWeb
ページを参照してください）。

http://www.sun.com/servicelist/ss/swpremspt-us-eng-all.html

注： お客様のご要望にすぐに対応するのは、「影響度1」のお問い合わせのみで
す。「影響度2」と「影響度3」のお問い合わせについては、規定の範囲内で対処い
たします。

· 本ソフトウェアのメンテナンス   -  サンは、次の場合に、本ソフトウェアの各バージョン
やダウンロード可能なバージョンについて、お客様に通知するものとします。

  初回履行（Java System Suiteソフトウェアの初回インストール）
  定期的なアップデート（本ソフトウェアのアップグレード、アップデート、およびパッ
チによる更新）



3.  お客様の責任

以下に、お客様が果たすべき責任（お客様の責任）を示します。

  お客様は、バイナリ・コード・ライセンス契約書またはこのサービス一覧で必要と
されるすべての情報、またはサンによってサービスの提供に必要であると判断さ
れたすべての情報を提供するものとします。これらの情報には、ネットワーク接続
およびネットワーク構成に関する情報、RAID、LUN、システム管理サービス、シス
テムおよびドメインの名前、IP設定などが含まれます。
  お客様は、サンが要求した場合、ルート・アクセスを含め、お客様の施設、システ
ム、運用環境へのアクセスをサンに許可します。
  このサービスの指定連絡担当者となる従業員の名前と電話番号をサンに提供す
るものとします。
  このサービスには、上記の内容だけが含まれます。構成サービスおよび実装サー
ビスを含む各種追加サービスは、その時点での最新の条件に従って、サンから入
手することができます。サンが行っている実装サービスについては、サンの担当
営業にお問い合わせください。
  本ソフトウェアとハードウェアのすべて、および本ソフトウェアに関連するか影響
を受けるソフトウェア（以下「システム環境」）は、サンの品質基準に従って設置ま
たはインストールされている必要があります。サンは、本ソフトウェアまたはシステ
ム環境がサンの品質基準に従って設置またはインストールされていないと判断し
た場合、このサービスの提供を可能にするために必要な作業を行い、タイム・アン
ド・マテリアルで料金をお客様に請求する場合があります。
  お客様とサンの拠点との距離によって、またはサンがお客様の所在地に再び訪
問する必要があると判断した場合には、このサービスの一部またはすべてをご利
用になれないか、あるいは移動、宿泊、日割り計算による費用などの別途料金が
かかる場合があります。
  すべてのサービスは、お客様とサンの間で合意した場合を除き、サンの通常の
営業時間内に行います。土曜日、日曜日、および祝祭日はサービスを行っていま
せん。
  サンは、この文書に記載されているサービスの一部またはすべての実施を外注
または譲渡することができます。
  お客様がお客様の責任を果たし、かつサービス契約に定義されている日付がサ
ンの要求によって延長されていない限り、この日付より前にサービスが予定され
ている場合、サンはこのサービスを提供し、サービス提供期限を遵守する義務を
負うものとします。
   企業がJava System Suiteを教育機関での使用のみを目的として購入した場合、
企業はSun Software Standard Support またはSun Software Premium Supportし
か受けられないことに注意してください。

4. 有料追加サービス - 

お客様は、別途料金を支払うことにより、次の追加サービスを受けることができます。

· 追加担当者 -  お客様は、適切な資格を持つ社員を追加担当者として指定で
きます｡



· ソリューション・サポート・エンジニアリング -  大企業のお客様は、専用に割り
当てられたソリューション・サポート・エンジニアのサポートを受けることができ
ます。このエンジニアは、お客様のソリューションに精通し、ソリューションの可
用性を高め、サポートコストを削減できるようにソリューションの設計やアーキ
テクチャを構築します。

このサービスについては、  http://www.sun.com/service/solutionsupport/index.html  を参  
照してください。

お客様がサンから上記のサービスを購入される場合、上記の内容および該当するあらゆ
るSOWは、お客様とサンとの間のサービス契約または他の文書に組み込まれ、当該契
約の定めが上記のサービスに適用されるものといたします。お客様とサンとの間で締結
済みの当該サービス契約が、お客様による上記サービス購入時点で有効に存続してお
り、かつ、上記サービスに関するお客様からの注文に対してサンがお客様に注文請書ま
たはライセンス証明を交付または電子的に交付している場合に限り、サンはお客様に対
して上記サービスを提供する義務を負うものといたします。この契約関連Webページは、
サンとお客様との間でサービス契約を成立させるためのサンからの申込や勧誘ではあり
ません。サービスの内容は、それぞれの国の事情により、国によって異なる場合がありま
す。上記において別段の定めがない限り、上記の内容は日本国内のみにおいて有効で
す。このWebページでは、サンとの間でサービス契約を締結する団体を「お客様」と呼称し
ています。サービス契約書の中では、「ユーザー」、「会社」、「関連会社」、「お客様」など、
適宜呼称が変わる場合があります。

更新日：2006年2月
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